解　雇　通　知 書

平成２２年○月○○日
被通知人




●●●●　殿

  通知人





株式会社●●●●



代表取締役　●●●●
本通知書作成代理人

〒１６２－０８２２

東京都新宿区下宮比町２－２８

飯田橋ハイタウン１１０４
行政書士事務所

飯田橋総合法務オフィス
TEL:０３－５２０６－７７７３

行政書士　小竹　広光

冠省

早速ですが、貴殿に対し、行政書士法第１条の３第２項に基づき、書類作成代理人として下記の通り通知致します。
貴殿は、当社の再三の説得にもかかわらず特段の理由もなく長期欠勤を続けております。

よって、やむを得ず、就業規則Ο条Ο項の規定に基づき、平成Ο年Ο月Ο日付をもって、貴殿を解雇致します。

つきましては、本書面到着後１週間以内に、貴殿が占有する社員バッジと保険証をご返却頂けますよう、お願い申し上げます。

以　上

